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議案第75号 大崎市教育委員会文書取扱規程の一部を改正する訓令について

議　　　　事

議案第76号

書 記

大崎市学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則について

議案第77号
大崎市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則
について

議案第78号 インターハイ推進室設置規程を廃止する訓令について

議案第79号
大崎市松山Ｂ＆Ｇ海洋センター条例施行規則及び大崎市松山体育研修セン
ター条例施行規則の一部を改正する規則について

議案第80号 人事案件についてについて



委員長 　出席委員定足数に達しておりますので，平成２９年第１２回大崎市
教育委員会定例会は，成立いたしました。

　これから会議を開きます。

委員長 　はじめに，平成２９年第１１回定例会の会議録の承認を求めます。

　内容について，ご異議ありませんか。

　ご異議ないものと認め，会議録を承認いたします。

　本日の会議録署名委員を指名いたします。
　松本委員にお願いいたします。

委員長 　次に，教育長報告に入ります。
　報告事項があれば，教育長から報告願います。

教育長 　教育長報告を申し上げます。
　師走に入り，いよいよ今年も残すところ，あと２週間余りとなりま
した。
　ほとんど全ての幼稚園，小・中学校では，来週の金曜日に二学期が
終了し，１月８日までの期間，冬期休業に入ります。年末年始には，
家族や地域とのふれあいを通じて，多くのことを学んだ子どもたち
が，三学期には元気に登校してくることを楽しみにしております。
　また，二学期中も多くの学校行事が開催されました。教育委員の皆
様にはご多忙のなか，ご出席をいただきましたこと，この場をお借り
しまして，あらためて感謝を申し上げます。

　それでは，まず，はじめに１２月２日に開催されました「スポーツ
フィールドおおさき市民交流会」について，ご報告申し上げます。
　瑞(みず)・華(はな)・翠(みどり)交流施設，鎌田記念ホールを会場
に，市内各地域から約２００名の参加者があり，年代を問わず，多く
の市民の方々が，スポーツやレクリエーションに参加し，心地良い汗
を流しました。
　ニュースポーツの体験コーナーでは，小学生から高齢者まで，誰も
が楽しめるスウェーデン生まれのニュースポーツ「クッブ」をはじ
め，６種類のスポーツを楽しんでいただきました。
　また，グラウンドゴルフ交流大会には，市内各地域から，１６チー
ムが参加し，スコアを競うことはもとより，プレーを通じた地域間の
交流も図られたところであります。



　次に，１２月５日に大崎市図書館で開催されました，「第１２回大
崎市読書感想文コンクール表彰式」について，ご報告申し上げます。
　このコンクールには，市内の小・中学校から計２９２名の応募があ
り，その中で３０名の児童・生徒が入賞されました。
　最優秀賞である「市長賞」には，
・小学校の部　高倉小学校　２年生　高橋　ゆいか　さん
・中学校の部　古川黎明中学校　３年生　平澤　葵(あおい)　さん
のお二人が選ばれ，表彰式の後，授賞者それぞれから，読書感想文の
朗読がありました。
　教育委員会といたしましては，こうした機会をとらえ，読書の楽し
さや素晴らしさを，たくさんの児童・生徒に体験してもらいたいと考
えております。
　今後も引き続き，児童・生徒の考える力や想像力を育む取り組みを
推進してまいります。

　最後に，１２月７日から２１日までの会期で行われております第４
回大崎市議会定例会につきましてご報告いたします。
まずは，１２月１２日から１３日にかけて行われました議案質疑につ
いて申し上げます。
　教育委員会といたしましては，議案第１３３号で一般会計補正予算
を計上したほか，議案第１４６号から議案第１６６号で地区公民館及
び松山地域体育施設の指定管理者の指定を求める議案を提出いたしま
した。
議員の質問に対しましては，教育委員会の考え方をご説明申し上げ，
それぞれ原案通り，可決されたところであります。
　次に，１２月１８日から２１日にかけて行われます一般質問につい
て申し上げます。
　今議会では，２６人の議員から一般質問があり，そのうち１６人の
質問に対し，学力向上対策，いじめ問題への取り組み状況，さらには
スポーツ環境の整備をはじめとする振興策等について私から答弁をい
たします。
　教育委員会における取り組みや考え方を，ご説明申し上げ，理解を
求めることとし，教育行政の各分野の課題は真摯に受け止め，さらな
る施策の充実を図ってまいります。

以上で教育長報告を終わります。

委員長 　ただいまの教育長報告について，補足説明があれば，説明願いま
す。

教育部長 　第４回定例会について，少々補足させていただきます。
　地区公民館の指定管理について，１８施設の３期目に向けての協議
を指定管理者側と進めてきたこれまでの内容について，説明をさせて
いただきました。中央公民館長より，これまでの検証報告や２期目か
ら３期目に向けての改善点等を説明させていただきました。また，生
涯学習課長より松山地域の体育施設の指定管理に向けて，これまでの
協議経過等について説明をし，原案のとおり可決されたところでござ
います。
　また，補正予算案については，前回の定例会において説明いたしま
した小中学校の修繕，光熱水費等の補正予算を原案のとおり可決いた
だいたところでございます。



委員長 　補足説明も含めて，教育長報告につきまして，質疑はありません
か。

委員長 　質疑がないものと認め，教育長報告を承認いたします。

委員長 　それでは，議事に入ります。日程第１　議案第７５号「大崎市教育
委員会文書取扱規程の一部を改正する訓令について」を議題といたし
ます。
　教育総務課長　説明願います。

教育総務課長 （　説　明　）

委員長 　ただいまの件につきまして，質疑はありませんか。

委員長 　質疑がなければ，本案についてご異議なしと認め，原案のとおり決
定いたします。

委員長 　次に，日程第２　議案第７６号「大崎市学校給食センター条例施行
規則の一部を改正する規則について」を議題といたします。
　教育総務課長　説明願います。

教育総務課長 （　説　明　）

委員長 　ただいまの件につきまして，質疑はありませんか。

委員長 　質疑がなければ，本案についてご異議なしと認め，原案のとおり決
定いたします。

委員長 　次に，日程第３　議案第７７号「大崎市小学校及び中学校の通学区
域に関する規則の一部を改正する規則について」を議題といたしま
す。
　教育総務課長　説明願います。

教育総務課長 （　説　明　）

委員長 　ただいまの件につきまして，質疑はありませんか。

委員長 　質疑がなければ，本案についてご異議なしと認め，原案のとおり決
定いたします。

委員長 　次に，日程第４　議案第７８号「インターハイ推進室設置規程を廃
止する訓令について」を議題といたします。
　生涯学習課長　説明願います。

生涯学習課長 （　説　明　）

委員長 　ただいまの件につきまして，質疑はありませんか。



委員長 　質疑がなければ，本案についてご異議なしと認め，原案のとおり決
定いたします。

委員長 　次に，日程第５　議案第７９号「大崎市松山Ｂ＆Ｇ海洋センター条
例施行規則及び大崎市松山体育研修センター条例施行規則の一部を改
正する規則について」を議題といたします。
　生涯学習課長　説明願います。

生涯学習課長 （　説　明　）

委員長 　ただいまの件につきまして，質疑はありませんか。

松本委員 　４月から指定管理で行われるという話でしたが，開館時間と休館日
についてお伺いします。現行のままの時間帯で開館時間が午前９時か
ら午後９時，休館日は月曜日との取扱いで変更はないと判断してよろ
しいでしょうか。

松山公民館副館長 　利用者の方々に不便な思いをさせないよう，これまでと同様の時間
帯で運営するよう協議をしていく予定です。

委員長 　これについては，その他の指定管理団体と同じく，開館時間等を明
記しているものはあるのでしょうか。

生涯学習課長 　市の条例において，開館・閉館時間及び休館，年末年始の休館など
明記しております。

松本委員 　地元の利用している方々の話を伺うと，利用時間について９時まで
となっておりますが，もう少し長く利用したい等の声が聞こえてくる
こともありますが，地元の活動に応じた時間の変更は難しいのでしょ
うか。

生涯学習課長 　条例規則で定めておりますので，時間を変更するのは難しいと思わ
れますが，大会等においては，早い時間帯での開館や閉館時間を延長
するなど柔軟的に対応しております。

委員長 　他に質疑がなければ，本案についてご異議なしと認め，原案のとお
り決定いたします。

委員長 　　次に，日程第６　議案第８０号「人事案件について」を議題とい
たします。

教育長 　発議

委員長 　発議があるので認めます。

教育長   人事案件でありますので，教育委員会会議規則第５条第１項の規定
により議案第８０号「人事案件について」を秘密会とすることのお取
り計らいをお願いいたします。



委員長 　お諮りいたします。
　専決処分報告「人事案件について」を，秘密会とすることにご異議
ございませんか。

委員 　（異議なしの声）

委員長 　ご異議なしと認め，秘密会といたします。
　教育部長，教育部参事，教育総務課長を除き，そのほかの方々はご
退室願います。

　暫時休憩します。

　（退出者入場後，再開）

委員長 それでは，再開いたします。

委員長 　以上で，本日の教育委員会定例会を終了いたします。

委員長 　次に，各課・館の報告に入ります。
教育部長→参事→教育総務課長→学校教育課長→生涯学習課長→文化
財課長→中央公民館長→図書館長→学校教育課副参事



閉　　会 この会議録の作成者は次のとおりである。

　教育総務課　総務担当　主幹兼係長　千葉文隆

　上記記録の正確なることを認め，ここに署名する。

　平成　　 　年　 　　月　　　 日

　　　　　委員長

　　　　　署名委員


